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  規　　　　　則  

　山形県行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成18年２月24日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第６号

　　　山形県行政組織規則の一部を改正する規則

　山形県行政組織規則（昭和39年４月県規則第35号）の一部を次のように改正する。

　第199条の表中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県手数料条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布する。

　　平成18年２月24日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第７号

　　　山形県手数料条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

　山形県手数料条例の一部を改正する条例（平成17年７月県条例第72号）中第２条第１項第455号の次に７号を加え

る改正規定（同項第455号の３に係る部分に限る。）の施行期日は、平成18年６月１日とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県低開発地域工業開発地区県税課税免除条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。

 　　平成18年２月24日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第８号

　　　山形県低開発地域工業開発地区県税課税免除条例施行規則を廃止する規則

　山形県低開発地域工業開発地区県税課税免除条例施行規則（昭和38年３月県規則第17号）は、廃止する。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生産流通課卸売市場整備計画その他卸売市場に関する重要事

項について知事の諮問に応じ調査審議すること

山形県卸売

市場審議会

沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発、沿岸漁業の経

営の近代化のための施設の導入等沿岸漁業の構造

改善に関し必要な事業の合理化、かつ、効果的な促

進を図るため、沿岸漁業構造改善に関する調査計画

の策定及び調査の実施に関する事項、事業計画の樹

立及び各年度事業実施計画の作成に関する事項そ

の他事業の実施に関する重要事項について、知事の

諮問に応じ、調査審議すること

山形県沿岸

漁業構造改

善協議会

果樹事業の振興を図るため、果実の生産計画、指導

方策、流通の合理化方策及び輸出振興方策に関する

重要事項について、知事の諮問に応じ、調査審議す

ること

山形県果樹

審議会

生産流通課
卸売市場整備計画その他卸売市場に関する重要事

項について知事の諮問に応じ調査審議すること

山形県卸売

市場審議会
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　山形県空港管理条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。

　　平成18年２月24日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第９号

　　　山形県空港管理条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

　山形県空港管理条例の一部を改正する条例（平成18年１月県条例第１号）の施行期日は、平成18年４月１日とす

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県特定優良賃貸住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成18年２月24日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第10号

　　　山形県特定優良賃貸住宅条例施行規則の一部を改正する規則

　山形県特定優良賃貸住宅条例施行規則（平成４年10月県規則第60号）の一部を次のように改正する。

　　　　「

　別表中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規則は、平成18年３月１日から施行する。

  告　　　　　示  

山形県告示第115号

　山形県統計調査条例（昭和28年３月県条例第８号）に基づき、統計調査を次のとおり実施する。

　　平成18年２月24日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　調査の名称

　　山形県商品流通調査

２　調査の目的

　県が作成する「平成17年山形県産業連関表」及び経済産業省が作成する「平成17年地域産業連関表」の基礎資

料として、地域相互における商品の流通状況を把握することを目的とする。

３　調査事項

　　平成17年（暦年）の年間実績について、次の事項を調査する。

　(1) 製造品の受入額、生産額、自工場消費額、国内向け出荷額、輸出向け出荷額及び製品在庫の増減

　(2) 製造品の最終消費地域別出荷内訳

４　調査の範囲

　県内の製造業に係る事業所の中から、同時期に経済産業省が実施する商品流通調査の対象となる事業所を除

き、生産品目別に平成15年における出荷額の大きい順に抽出した775事業所

５　調査期日

　　平成18年３月３日

６　調査の方法

　　調査票を直接対象事業所に郵送し、自計申告された調査票を回収する郵送自計方式とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形市18特定優良賃貸小白川アパート

山形市23特定優良賃貸美畑町アパート

山形市18特定優良賃貸小白川アパート
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山形県告示第116号

　国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第88条第１項の規定により、山形県国民健康保険診療報酬審査委員会の

委員の定数を次のように定め、平成18年４月１日から施行し、平成13年５月県告示第372号（国民健康保険診療報酬

審査委員会の委員の定数の改正）は、平成18年３月31日限り廃止する。

　　平成18年２月24日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　種　　　　　別　　　　　　　　定　　数

　保険医及び保険薬剤師を代表する委員　　　　16名

　保険者を代表する委員　　　　　　　　　　　16名

　公益を代表する委員　　　　　　　　　　　　16名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第117号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり変更した旨の

届出があった。

　　平成18年２月24日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第118号

　県営土地改良事業の施行に伴う工事を次のとおり完了した。

　　平成18年２月24日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第119号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、新庄土地改良区の次の役員が退任した旨の届出

があった。

　　平成18年２月24日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

変更年月日

事業所の名称及び所在地
居宅サービ

スの種類　

指定居宅サービス事業者

の名称及び所在地　　　
変　　更　　後変　　更　　前

平成18. 1. 1

ショートステイひめふよ

う
芙蓉荘短期入所サービス

短期入所生

活介護

社会福祉法人光風会

酒田市宮野浦三丁目20番

１号 酒田市宮野浦三丁目20番１号

工 事 完 了 年 月 日地　　　　　区　　　　　名事　　　　　　　　業　　　　　　　　名

平成17年12月27日赤 坂た め 池 等 整 備 事 業

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

新庄市大字萩の1019番地小 嶋 敏 男理 事

同　　大字泉田字泉田199番地奥　 山　 久 三 郎　 〃　

同　　十日町504番地の１八 鍬 幸 治　 〃　
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同　　十日町3985番地三 原 和 弥〃

同　　　　　4390番地今 田 義 徳〃

同　　　　　2188番地叶 内 茂 一〃

同　　　　　3138番地西 村 征 業〃

同　　五日町1556番地武 田 良 三〃

同　　　　　2648番地三 原 常 男〃

同　　大字飛田29番地佐　 藤　 喜 代 志〃

同　　金沢130番地小 野 秀 一〃

同　　宮内町９番５号栗 田 松 勇〃

同　　大字福田187番地６中　 嶋　 祐 太 郎〃

同　　大字仁間２番地浅 沼 良 則〃

同　　大字角沢729番地長 澤　 清〃

同　　　　　　293番地５松 田 信 行〃

同　　大字鳥越955番地の４柿 崎 忠 一〃

同　　大字本合海241番地７監 物 光 栄〃

同　　　　　　　1164番地沼 沢 俊 雄〃

同　　大字升形817番地佐 藤 利 美〃

同　　大町２番25号髙　 橋　 榮 一 郎〃

最上郡大蔵村大字清水2574番地半　 田　 庄 一 郎〃

新庄市大字泉田字村東359番地奥 山 昭 夫〃

同　　金沢3145番地の２菅 根 隆 一監 事

同　　大字鳥越583番地泉　 義 彦〃

同　　五日町2655番地三 原 七 蔵〃



山　　形　　県　　公　　報 第1719号平成18年２月24日（金曜日）

208

山形県告示第120号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、新庄土地改良区の役員に次の者が就任した旨の

届出があった。

　　平成18年２月24日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

新庄市大字萩野1019番地小 嶋 敏 男理 事

同　　大字泉田字泉田199番地奥　 山　 久 三 郎　 〃　

同　　十日町4390番地今 田 義 徳〃

同　　　　　718番地斉 藤 一 男〃

同　　　　　3137番地早 坂 國 男〃

同　　五日町2648番地三 原 常 男〃

同　　　　　1556番地武 田 良 三〃

同　　金沢130番地小 野 秀 一〃

同　　大字飛田29番地佐　 藤　 喜 代 志〃

同　　宮内町９番５号栗 田 松 勇〃

同　　大字鳥越955番地の４柿 崎 忠 一〃

同　　大字仁間29番地伊 藤 泰 樹〃

同　　大字角沢1337番地柿 崎 吉 雄〃

同　　大字角沢707番地高 山 宗 悦〃

同　　大字本合海177番地斉 藤 純 一〃

同　　　　　　　1169番地芳 賀 祐 悦〃

同　　大字升形817番地佐 藤 利 美〃

同　　大町２番25号髙　 橋　 榮 一 郎〃

最上郡大蔵村大字清水2574番地半　 田　 庄 一 郎〃

新庄市大字泉田字村東359番地奥 山 昭 夫〃

同　　金沢3145番地の２菅 根 隆 一監 事
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山形県告示第121号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、月山ろく土地改良区の次の役員が退任した旨の

届出があった。

　　平成18年２月24日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第122号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、道路の位置を次のとおり指定した。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建築課及び新庄市役所において縦覧に供する。

　　平成18年２月24日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　指定の番号　　私道最総建第198号

２　指定の場所　　新庄市金沢字吉袋849－１の一部

３　道路の現況　　幅員 6.0メートル

　　　　　　　　　延長58.06メートル

４　指定年月日　　平成18年２月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第123号

　平成15年10月県告示第924号（山形県特定優良賃貸住宅の家賃等）の一部を次のように改正し、平成18年３月１日

から施行する。

　　平成18年２月24日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3)　 89,500

　特定優良賃貸　平成８年度　　山形市美畑町３　70.00　95,000 (1)　 57,600

　美畑町アパー　　　　　　　　番23号  　          　　　 　　　　(2)　 84,400

　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3)　 95,000　を

                                           　　　　　　　　　　79.80  110,000 (1)　 65,600

　                                                            　　　　　　　　　　　(2)　 96,200

                                                          　　　　　　　　　　　　  (3)　110,000」

　「　　                                                      　　　　　　　　　　 (3)　 89,500」に改める。

同　　大字升形935番地矢 口　 博〃

同　　十日町3985番地三 原 和 弥〃

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

鶴岡市羽黒町川代字上川代183番地富 樫 善 之監 事
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選挙管理委員会関係

告　　　　　示

山形県選挙管理委員会告示第24号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第6条第1項の規定により、政治団体から次のとおり政治団体の設立の届

出があった。　

　　平成18年２月24日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　その他の団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第25号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第7条第1項の規定により、政治団体から次のとおり届出事項の異動の届

出があった。

　　平成18年２月24日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　政　党

　その他の政治団体

届出年月日主たる事務所の所在地
会 計 責 任 者
の 氏 名

代表者の氏名政治団体の名称

平成
18. 1.13

上山市金瓶字田中35－３長 田 良 太長 田 康 仁
未来に輝くふるさとをつ

く る 会

届出年月日

内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称

旧新

平成     

18. 1. 5

自由民主党朝日村支部自由民主党朝日支部政治団体の名称

自由民主党朝日支部 小 野 寺　 賢　 治伊 藤 恒 彦代 表 者

朝日村大字大網字七五

三掛41
鶴岡市砂川字前田72主たる事務所の所在地

届出年月日

内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称

旧新

平成     

18. 1. 5
井 上 敏 之森　 俊 幸代 表 者

電機連合山形地協政治

活動委員会

同

　  1.18
米 野 留 男米 野 和 扶代 表 者佐藤祐一を励ます会

同渡 部 隆 治本 田 康 欣会 計 責 任 者未来をひらく町民の会
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山形県選挙管理委員会告示第26号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第1項の規定により、次のとおり政治団体でなくなった旨の届出

があった。

　　平成18年２月24日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　その他の政治団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第27号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成17年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成18年２月24日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

同　　　

　　1.19

前 田　 剛渡 部 佐 界代 表 者
酒田地区加藤紘一後援

会
斎 藤 成 徳加 藤 正 行会 計 責 任 者

同富 樫 憲 一安 部 政 昭代 表 者
山形県木材産業政治連

盟

政治団体でなくなった年月日政治団体でなくなった理由政 治 団 体 の 名 称

平成17.10.31解　　　　散池田賢一後援会

同　   11.30解　　　　散土井正男後援会

同　   12.20解　　　　散佐藤甚一郎後援会

同　   12.23解　　　　散石川信一後援会

同　   12.24解　　　　散佐々木藤正後援会

同　   12.25解　　　　散清野義勝後援会

同　   12.31解　　　　散榎本五郎冶（ごろちゃん）後援会

同解　　　　散佐久間捷後援会

同解　　　　散佐藤やすはる後援会

同解　　　　散鈴木こうすけ後援会

同解　　　　散六一会高橋和雄をはげます会

平成18. 1.15解　　　　散小野寺良寛後援会
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山形県選挙管理委員会告示第28号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により提出のあった平成17年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成18年２月24日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

（その他の政治団体）単位：円

小野寺良寛後援

会
政 治 団 体 の 名 称

18. 1.26報告年月日

0収入総額

0　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無
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（その他の政治団体）　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

石川信一後援会佐久間捷後援会池田賢一後援会
鈴木こうすけ後

援会
政 治 団 体 の 名 称

18. 1.2318. 1.2418. 1.3018. 1.30報告年月日

22,6958504,0008,364収入総額

2,6958504,0008,364　　前年繰越額

20,000000　　本年収入額

22,695008,364支出総額

本年収入の内訳

20,000

40

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

22,695008,364　政治活動費

22,695

000

8,364

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無無資産等の有無
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

六一会高橋和雄

をはげます会
清野義勝後援会

佐々木藤正後援

会
土井正男後援会政 治 団 体 の 名 称

18. 1.2518. 1.1618. 1.1618. 1.20報告年月日

725,522175,17074,293290,503収入総額

335,52209,493290,503　　前年繰越額

390,000175,17064,8000　　本年収入額

725,522175,17074,2930支出総額

本年収入の内訳

64,800

216

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

390,00025,67000　寄附（内訳別掲）

390,00025,670　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

149,500　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

85,522000　経常経費

85,522

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

640,000175,17074,2930　政治活動費

140,000

0

161,730

13,440

74,293

00

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

13,440　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

500,000

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無無資産等の有無
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清野義勝後援会

○事業収入の内訳

　事業の種類　　　　　　　　　　　　金　　　額

　後援会役員会　　　　　　　　　　　　58,000円

　後援会総会　　　　　　　　　　　　　91,500円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六一会高橋和雄をはげます会

○寄附の内訳

　　　　　　　　　　　単位：円

佐藤甚一郎後援

会

佐藤やすはる後

援会
政 治 団 体 の 名 称

18. 1.1318. 1.12報告年月日

254,3200収入総額

30,7680　　前年繰越額

223,5520　　本年収入額

254,3200支出総額

本年収入の内訳

223,552

177

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

00　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

00　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

254,3200　政治活動費

243,520

10,8000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

10,800　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無資産等の有無
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　（個人分）

　寄付者の氏名・名称　　　　　　　　　　　　金　　　額　　　住所・所在地

　高　岡　隆　一　　　　　　　　　　　　　   　20,000円　　　山形市

　松　田　　　尭　　　　　　　　　　　　　　　10,000円　　　千葉県佐倉市

　三　宅　勝　二　　　　　　　　　　　　　　　20,000円　　　東京都西東京市

　蜂　屋　勝　二　　　　　　　　　　　　　　　20,000円　　　山形市

　田　中　義　也　　　　　　　　　　　　　　　30,000円　　　山形市

　佐　藤　和　夫　　　　　　　　　　　　　　　20,000円　　　東京都千代田区

　松　田　直　秀　　　　　　　　　　　　　　　10,000円　　　最上郡最上町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第29号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により提出のあった平成18年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成18年２月24日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠
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山形県選挙管理委員会告示第30号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により、公職の候補者から次のとおり届出事項の異

動の届出があった。

　　平成18年２月24日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

（その他の政治団体）単位：円

小野寺良寛後援

会
政 治 団 体 の 名 称

18. 1.26報告年月日

0収入総額

0　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無
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山形県選挙管理委員会告示第31号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第3項の規定により資金管理団体でなくなった旨の届出があった。

　　平成18年２月24日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

  企 業 局 関 係  

規　　　　　程

山形県企業管理規程第１号

　山形県公営企業財務規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成18年２月24日

山形県企業管理者　　本　　　間　　　正　　　巳

　　　山形県公営企業財務規程の一部を改正する規程

　山形県公営企業財務規程（昭和53年４月県企業管理規程第11号）の一部を次のように改正する。

　第90条第２号中「もの」を「もの並びに耐用年数１年以上かつ取得価額10万円以上のソフトウエア」に改める。

　別表第１固定資産の項の表中

「　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

内　　　　　　　　　　　容

異 動 事 項公 職 の 種 類
届出をした者の
氏名

旧新

八幡町議会議員（候補

者）
八幡町議会議員（現職）公 職 の 種 類八幡町議会議員土 井 正 男

　　 届 出 年 月 日　　　　資 金 管 理 団 体 の 名 称　　公職の候補者の氏名

平成18. 1.20土井正男後援会土 井 正 男

同　　　1.30鈴木こうすけ後援会鈴 木 光 祐

建設 建物

施設利用権
共有設備

施設利用権

ソフトウエア共有設備

庁舎使用権

庁舎使用権

ソフトウエア

（総係費）
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別表第２固定資産の項の表中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別表第４固定資産の項の表、別表第５固定資産の項の表及び別表第６固定資産の項の表中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規程は、平成18年４月１日から施行し、平成18年度の予算から適用する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県企業管理規程第２号

　山形県公営企業固定資産管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成18年２月24日

山形県企業管理者　　本　　　間　　　正　　　巳

　　　山形県公営企業固定資産管理規程の一部を改正する規程

　山形県公営企業固定資産管理規程（昭和56年４月企業管理規程第７号）の一部を次のように改正する。

　別表第１第１項を次のように改める。

　１　電気事業会計

　(1) 水力発電設備

ソフトウエア
（総係費）

施設利用権

施設利用権

ソフトウエア

施設利用権

施設利用権

ソフトウエア

施設利用権

施設利用権

ソフトウエア

資産単位物品名細　　節節目

発電所用地土地　　　

貯水池用地

えん堤用地

取水口用地

水路用地

放水路用地

渓流取水設備用地

配電線路用地

道路用地

土捨場用地

放流警報所用地

集中制御所用地

ダム管理事務所用地



山　　形　　県　　公　　報 第1719号平成18年２月24日（金曜日）

220

車庫用地

倉庫用地

公舎用地

合宿所用地

その他用地

鉄筋コンクリー

ト造

建物

金属造

木造

発電所建物

発電所構内建物

取水口付近建物

放流警報所建物

集中制御所建物

ダム管理事務所建物

車庫建物

倉庫建物

公舎建物

合宿所建物

その他建物

えん堤水路・えん堤構築物

えん堤護岸

可動ぜき

排砂門扉

予備動力装置

角落し

除塵装置

放流設備

取水口水路・取水口

制水門扉

排砂門扉

余水門扉

選択取水門扉

排砂路

余水路

角落し

除塵装置

融雪装置

護岸石垣

開きよ水路・導水路

 蓋 きよ
がい

トンネル

水路橋

水路管

排砂路

とい

余水路

余水門扉

制水門扉
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排砂門扉

角落し

除塵装置

渓流取水設備

護岸石垣

沈砂池水路・沈砂池

トンネル

排砂路

余水路

側水路

排砂門扉

制水門扉

余水門扉

角落し

除塵装置

護岸石垣

水槽水路・水槽

サージタンク

余水路

排砂路

制水門扉

余水門扉

排砂門扉

角落し

除塵装置

護岸石垣

水圧管水路・水圧管路

アンカーブロック

鉄管路

放水路水路・放水路

放水門扉

護岸石垣

角落し

土捨場水路・雑施設

土捨場護岸

自記量水設備

砂防ダム

えん堤貯水池（又は

えん堤護岸調整池）・えん

可動ぜき堤

制水門扉

予備動力装置

角落し

洪水路

余水路

渓流取水設備 

放流設備
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土捨場貯水池（又は調

土捨場護岸整池）・雑施設

自記量水設備

水車水車機械装置

水車ランナー

吸出管

入口弁

制圧機

調速機

水位調整機

油圧及び潤滑油装置

基礎

主要発電機発電機

界磁及び励磁装置

潤滑油装置

基礎

変圧器主要変圧器

基礎

遮断器配電盤開閉装置

開閉器

装甲開閉器装置

ガス絶縁開閉装置

断路器

配電盤

計器用変成器

計器用変圧器

変流器

母線設備

基礎

プログラム運転制御装置自動制御装置

遠方監視制御装置

自動制御装置

情報処理装置

信号伝送装置

鉄構屋外鉄構

消雪装置

基礎

絶縁変圧器その他機械装置

中性点接地抵抗器

避雷器

蓄電池

整流器

直流電源装置

空気圧縮機

予備電源装置

サージアブソーバー

給排水装置

起重機

トラバーサー
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油槽

気象観測装置

所内用変圧器

充電判定装置

放流警報装置

ダム監視装置

その他観測装置

水位計

流量計

堆砂計

開度計

基礎

除塵装置

その他機械装置

電話設備

無線電話設備

通信電灯電力装

置

諸装置

電力線搬送装置

（何）電気設備

（何）信号通信線

（何）配電設備

（何）分岐線

インクライン運材装置

コンベヤー

船舶まき揚設備

変圧器修繕試験装置

電圧調整器

遮断器

護岸石垣雑装置

道路

舗装

橋りよう

船着場

桟橋

慰霊塔及び記念碑

雪崩防止 柵 
さく

保安 柵 （外 柵 ）
さく さく

一般水槽

受信設備

接地設備

排水溝（側溝）

ダクト

トンネル

植樹

消雪設備

屋外水道設備

土捨場

看板

擁壁

 法 面保護
のり
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その他雑装置

ゲージ類工具備品

加工用具類

かじ用具類

架線用具類

雑工具類

電話機類器具及び備品

諸機器類

測定試験用器具

木製じゆう器類

事務用器具

雑用器具類

厚生用具類

作業用具類

バイク車両及び船舶

自動車

雪上車

船舶

電話加入権

地上権

電話加入権

地上権

無形固定資

産

借地権借地権

水利権水利権

ダム使用権ダム使用権

施設利用権施設利用権

ソフトウエアソフトウエア

「土地（目）」の資産単位物品名に準ずる。土地共有設備

鉄筋コンクリー

ト造

建物

「建物（目）」の

「鉄筋コンクリート造

金属造　　　　（節）の資産単位物品名に準ずる。

木造　　　　　　　」

金属造

木造

「構築物（目）」の「水路・えん堤（節）」の資産単位物品

名に準ずる。

水路・えん堤構築物

「構築物（目）」の「水路・取水口（節）」の資産単位物品

名に準ずる。

水路・取水口

「構築物（目）」の「水路・導水路（節）」の資産単位物品

名に準ずる。

水路・導水路

「構築物（目）」の「水路・沈砂池（節）」の資産単位物品

名に準ずる。

水路・沈砂池

「構築物（目）」の「水路・水槽（節）」の資産単位物品名

に準ずる。

水路・水槽

「構築物（目）」の「水路・水圧管路（節）」の資産単位物

品名に準ずる。

水路・水圧管路

「構築物（目）」の「水路・放水路（節）」の資産単位物品

名に準ずる。

水路・放水路

「構築物（目）」の「水路・雑施設（節）」の資産単位物品

名に準ずる。

水路・雑施設
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　(2) 送電設備

　(3) 業務設備

「構築物（目）」の「貯水池（又は調整池）・えん堤（節）」

の資産単位物品名に準ずる。

貯水池（又は調

整池）・えん堤

「構築物（目）」の「貯水池（又は調整池）・雑施設（節）」

の資産単位物品名に準ずる。

貯水池（又は調

整池）・雑施設

「機械装置（目）」の「配電盤開閉装置（節）」の資産単位

物品名に準ずる。

配電盤開閉装置機械装置

「機械装置（目）」の「自動制御装置（節）」の資産単位物

品名に準ずる。

自動制御装置

「機械装置（目）」の「その他機械装置（節）」の資産単位

物品名に準ずる。

その他機械装置

「諸装置（目）」の「通信電灯電力装置（節）」の資産単位

物品名に準ずる。

通信電灯電力装

置

諸装置

「諸装置（目）」の「運材装置（節）」の資産単位物品名に

準ずる。

運材装置

「諸装置（目）」の「雑装置（節）」の資産単位物品名に準

ずる。

雑装置

「備品（目）」の「工具（節）」の資産単位物品名に準ずる。工具備品

「備品（目）」の「器具及び備品（節）」の資産単位物品名

に準ずる。

器具及び備品

「備品（目）」の「車両及び船舶（節）」の資産単位物品名

に準ずる。

車両及び船舶

電話加入権電話加入権無形固定資産

地上権地上権

借地権借地権

水利権水利権

ダム使用権ダム使用権

施設利用権施設利用権

ソフトウエアソフトウエア

資産単位物品名細　　節節目

送電線路用地土地

架空電線路架空電線路

地中電線路地中電線路

地上権

借地権

地上権

借地権

無形固定資

産

施設利用権施設利用権

資産単位物品名細　　節節目

その他用地土地

鉄筋コンクリー

ト造

建物

金属造

木造

倉庫建物
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　(4) 事業外固定資産

　(5) 投資

　別表第１第２項の表中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　

(１)　水力発電設備の「備品（目）」の「工具（節）」の資

産単位物品名に準ずる。
工具備品

(１)　水力発電設備の「備品（目）」の「器具及び備品（節）」

の資産単位物品名に準ずる。
器具及び備品

(１)　水力発電設備の「備品（目）」の「車両及び船舶（節）」

の資産単位物品名に準ずる。
車両及び船舶

電話加入権

借地権

電話加入権

借地権

無形固定資

産

施設利用権施設利用権

庁舎使用権庁舎使用権

ソフトウエアソフトウエア

資産単位物品名細　　節節目

（何）発電所土地土地

（何）集中制御所土地

建物

鉄筋コンクリー

ト造

金属造

木造

その他建物

機械装置機械装置

資産単位物品名細　　節節目項

国債

公社債

国債

公社債

投資有価証

券

地方債地方債

株式株式

社債社債

その他有価証券その他有価証券

他会計出資金他会計出資金出資金

その他出資金その他出資金

基金基金基金

敷金敷金その他投資

その他投資その他投資

施設利用権施設利用権

施設利用権

ソフトウエア

施設利用権

ソフトウエア
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別表第１第３項の表中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別表第１第４項の表中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別表第１第５項の表中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規程は、平成18年４月１日から施行する。

  公　　　　　告  

　自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第114条、第117条第１項及び第118条の規定により、２等陸士及び２等

空士として採用する自衛官の募集を次のとおり行う。

　　平成18年２月24日

山形県知事　　齋　　藤　　　　　　　弘

１　募集期間等

施設利用権施設利用権

施設利用権

ソフトウエア

施設利用権

ソフトウエア

施設利用権施設利用権

施設利用権

ソフトウエア

施設利用権

ソフトウエア

施設利用権施設利用権

施設利用権

ソフトウエア

施設利用権

ソフトウエア

施設利用権施設利用権

施設利用権

ソフトウエア

施設利用権

ソフトウエア

施設利用権施設利用権

施設利用権

ソフトウエア

施設利用権

ソフトウエア

採用時期
試 験 場 の 

名 称

試 験 場

の 位 置

試 験 の

概 要
試 験 期 日募集期間募集種目及び募集人員

平成18年

３月又は

同年４月

陸上自衛隊神町駐屯

地

東 根 市筆記試験

適性試験

口述試験

身体検査

平成18年３月

４日

平成18年
２月24日
から同年
３月２日
まで

２等陸士（男子若干名）

２等空士（男子若干名）
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２　応募手続

　応募しようとする者は、自衛隊山形地方連絡部において志願票及び受験票を受け取り、これに所定の事項を記

入して、住所地を管轄する市町村長又は自衛隊山形地方連絡部に提出すること。

３　その他

　詳細については、自衛隊山形地方連絡部（電話023(622)0711）、市役所、町村役場又は山形県総務部市町村課

（電話023(630)2075）に問い合わせること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の新設に

関する届出があった。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業経済交流課及び村山総合支庁産業経済部商工労働観光課並びに寒河江市

役所において平成18年６月24日まで縦覧に供する。

　　平成18年２月24日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ヤマザワ寒河江西店

　　寒河江市中郷字角田1600番外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　株式会社ヤマザワ　山形市あこや町三丁目８番９号

　　代表取締役　山澤　進

３　大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　株式会社ヤマザワ　山形市あこや町三丁目８番９号

　　代表取締役　山澤　進

　　株式会社ヤマザワ薬品　山形市あこや町三丁目８番９号

　　代表取締役　石黒　晴美

　　その他は未定

４　大規模小売店舗の新設をする日

　　平成18年10月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　3,197平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　(1) 駐車場の収容台数　227台

　(2) 駐輪場の収容台数　56台

　(3) 荷さばき施設の面積　177平方メートル

　(4) 廃棄物等の保管施設の容量　27立方メートル

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻　

　　イ　開店時刻　午前９時

　　ロ　閉店時刻　午後10時

　(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯　午前８時30分から午後10時30分まで

　(3) 駐車場の自動車の出入口の数　４か所

　(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯　午前６時から午後９時まで

８　届出年月日

　　平成18年２月10日

９　その他

　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成18年６月24日までに知事に提出することができ

る。

　(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称
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　(3) 意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業経済交流課及び村山総合支庁産業経済部商工労働観光課並びに天童市役

所において平成18年６月24日まで縦覧に供する。

　　平成18年２月24日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ＴＥＮＤＯ八文字屋

　　天童市鍬ノ町土地区画整理事業仮換地23街区－７号

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　東京リース株式会社　東京都新宿区西新宿六丁目10番１号

　　代表取締役　海老原　政徳

３　変更した事項

　(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地

　（変更前）　

　（変更後）

　(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　（変更前）　

所　　　　　在　　　　　地名　　　　　　　称

天童市鍬ノ町土地区画整理事業仮換地23街区－７号八 文 字 屋 天 童 店

所　　　　　在　　　　　地名　　　　　　　称

天童市鍬ノ町土地区画整理事業仮換地23街区－７号Ｔ Ｅ Ｎ Ｄ Ｏ 八 文 字 屋

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所名　　　　　　　称

武 田 吉 則山形市鉄砲町二丁目13番18号株式会社　ヤ マ コ ー

設　 楽　 庄 兵 衛天童市老野森二丁目１番１号
株式会社ジェイエイてんど

うフーズ

中 村 裕 司米沢市中央三丁目２番５号株式会社ベーカリー中村屋

菅 野 哲 夫南陽市宮内2650株式会社　杵 屋 本 店

斎 藤　 隆天童市東本町一丁目16番８号株式会社　舞 鶴 堂

五 十 嵐　 太右衛門山形市本町二丁目２番28号株式会社　八 文 字 屋
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　（変更後）

４　変更年月日

　(1) 大規模小売店舗の名称に係る事項

　　平成18年２月11日

　(2) (1)以外の事項

　　平成17年９月28日

５　届出年月日

　　平成18年２月13日

６　その他

　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成18年６月24日までに知事に提出することができ

る。

　(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　(3) 意見

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所名　　　　　　　称

五 十 嵐　 太右衛門山形市本町二丁目２番28号株式会社　八 文 字 屋

坂 部 印 刷 株 式 会 社
坂 部　 登
電話　 山形(631)2057   (631)2056
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